
 

（売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日の記載） 

【答】  

   適格請求書発行事業者には、課税事業者に対して売上げに係る対価の返還等を行う場合、適

格返還請求書を交付する義務が課されており、適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還

等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」を記載することとされています（消法 57の

４③）。 

この点、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日」は、課

税期間の範囲内で一定の期間の記載で差し支えありませんので、例えば、月単位や「○月～△

月分」といった記載も認められることとなります。 

他方、返品等の処理を合理的な方法により継続して行っているのであれば、当該返品等の処

理に基づき合理的と認められる年月日を記載することとしても差し支えありませんので、ご質

問のように「前月末日」や「最終販売年月日」を「売上げに係る対価の返還等の基となった課

税資産の譲渡等を行った年月日」として記載することも、そのような処理が合理的な方法とし

て継続して行われているのであれば、認められることとなります。 

なお、その年月日が、適格請求書発行事業者の登録前の期間に属するものであるときは、適

格返還請求書の交付義務はありません（基通１－８－18）。 

 

  

問 61 適格返還請求書には、「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行っ

た年月日」を記載する必要があるとのことですが、日々、商品の返品が行われているため、

個々の商品について正確な販売年月日を把握することが困難です。そのため、例えば、10月

中に返品を受けた商品は、前月である９月中に販売したものの返品として処理している場合

には「９月末日」を、同商品について最後に販売したものの返品として処理している場合に

は「最終販売年月日」を、それぞれ「売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲

渡等を行った年月日」として記載することも認められるでしょうか。【令和元年７月追加】

【令和５年 10月改訂】 


